
管理標準（エネルギー管理マニュアル）

○省エネ法では、エネルギー消費設備についての運転・保守・点検等に関し、管理標準を設定し、これに基づき管理を行うことが必要
○管理標準を設定する際は、省エネ法の判断基準に掲げる主要設備の運用方法・保守点検項目等の設定が必要

組織的な省エネルギー推進方策（管理標準の設定と活用）

判断基準の主要設備 管理標準の設定項目（例） 主な設置場所 備考

（１）空気調和設備、換気設備

エアコン 教室、職員室

FF式暖房機 教室、職員室

換気扇 教室、職員室、便所

（２）ボイラー設備、給湯設備 温水ボイラー 機械室

（３）照明設備、昇降機、動力設備

照明設備 教室、職員室、体育館、運動場

エレベーター 共用部

ポンプ 機械室

（４）受変電設備、BEMS 受変電設備 電気室

（５）発電専用設備及びコージェネレーション設備 － －

（６）事務用機器、民生用機器
OA機器 職員室 校務用コンピュータ、プリンター、コピー機

ICT機器（教育用） 教室、パソコン室 教育用コンピュータ、電子黒板、プロジェクタ

（７）業務用機器 厨房機器 給食室 業務用冷蔵庫、業務用冷凍庫

（８）その他エネルギーの使用の合理化に関する事項 － －

学校の代表的設備における管理標準設定状況（例）

＜検討事項＞
・教育委員会の省エネルギー担当者（一般事務職員）に理解できる管理標準の設定について検討
・教職員に活用しやすい実効性ある管理標準の設定について検討
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